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釧路市生活館等条例 

 

（設置） 

第１条 地域住民の生活の改善及び向上を図るため、生活館及び隣保浴場（以下「生活館等」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 生活館等の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

釧路市春採生活館 釧路市春採１丁目１２番２２号 

釧路市寿生活館 釧路市寿２丁目４番１０号 

釧路市新富士生活館 釧路市新富士町３丁目７番８号 

釧路市大楽毛生活館 釧路市大楽毛４丁目８番７号 

釧路市東栄生活館 釧路市弥生２丁目８番１５号 

釧路市阿寒町緑町生活館 釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目７番４３号 

釧路市音別町尺別生活館 釧路市音別町尺別原野基線８２番１４ 

釧路市音別町直別生活館 釧路市音別町直別原野基線１３番３ 

釧路市隣保浴場 釧路市春採２丁目１番４号 

（事業内容） 

第３条 生活館等においては、第１条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 生活環境の改善向上に関すること。 

(2) 児童の福祉に関すること。 

(3) 地域交流事業に関すること。 

(4) その他市長が必要と認めること。 

（職員） 

第４条 生活館等に必要な職員を置く。 

（使用の承認） 

第５条 生活館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができ

る。 

（使用料） 

第６条 生活館の使用料は、無料とする。ただし、第３条の事業以外で使用する場合は、別表に定める

使用料を徴収する。 

２ 隣保浴場の使用料は、物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第４条、物価統制令施行令（昭和

２７年政令第３１９号）第１１条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和３２年

厚生省令第３８号）第２条の規定に基づき北海道知事が指定した公衆浴場料金の統制額の８０パーセ

ント以内で規則で定める額とする。 

３ 前２項の使用料は、原則として前納とする。 

４ 市長は、必要と認めたときは、第１項及び第２項の使用料を減免することができる。 

（使用料の不還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は

一部を還付することができる。 

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由によって使用不能となったとき。 

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 

（使用の制限） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活館等の使用を承認せず、又は使用させな

い。 

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 生活館等の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

(3) 管理上支障があると認められるとき。 

(4) その他市長が不適当と認めるとき。 

（転貸等の禁止） 

第９条 使用者は、生活館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 
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（特別の設備等の承認） 

第10条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しよう

とするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（使用承認の取消し等） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止する

ことができる。 

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。 

(2) 使用の目的以外に使用したとき。 

(3) 第５条第２項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。 

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(5) 管理上支障があると認められるとき。 

（原状回復） 

第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。 

（賠償責任） 

第13条 生活館等の使用者は、建物又は附属設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損

害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市生活館等条例（昭和３６年釧路市条例第２４号）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

附 則（平成１９年３月２２日条例第１０号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１８日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（釧路市阿寒町生活館条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 釧路市阿寒町生活館条例（平成１７年釧路市条例第９１号） 

(2) 釧路市音別町尺別生活館条例（平成１７年釧路市条例第９２号） 

(3) 釧路市音別町直別生活館条例（平成１７年釧路市条例第９３号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の釧路市生活館等条例又は前項の規定に

よる廃止前の釧路市阿寒町生活館条例、釧路市音別町尺別生活館条例若しくは釧路市音別町直別生活

館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の釧路市生

活館等条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

別表（第６条関係） 

区分 使用料（１時間当たり） 

６月１日から９月３０日まで １０月１日から翌年５月３１

日まで 

集会室 ５１０円 ６８０円 

上記以外の室（一室につき） １６０円 ２６０円 

備考 

１ 営利を目的とする行事等に使用する場合の使用料は、この表の規定による使用料の額に２を乗

じて得た額とする。 

２ 使用開始の日から翌日以降にわたり継続して使用する場合は、１日につき１２時間使用したも

のとみなす。 


